
議
員
提
出
議
案
第
二
号

箕
面
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日
提
出

箕
面
市
議
会
議
員

中

嶋

三
四
郎

同

村

川

真

実

同

山

根

ひ
と
み

同

桃

山

悟

同

中

西

智

子

同

藤

田

貴

支

同

田

中

真
由
美

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

箕
面
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
箕
面
市
条
例
第
二
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
項
中
「
以
下
」
を
「
第
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
二
条
第

八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
、
病
院
事
業
管
理
者
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
第

二
十
九
条
」
を
削
り
、
同
項
の
表
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
第
二
条
第
九

項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
第
二
項
第
一
号

イ
中
「
又
は
報
酬
、
福
利
厚
生
」
を
「
若
し
く
は
報
酬
若
し
く
は
福
利
厚
生
」
に
、

「
そ
の
他
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。



第
十
八
条
第
一
項
中
「
議
会
の
保
有
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
に

お
い
て
」
及
び
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
中
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
四
十
七
条
中
「
第
四
章
」
を
「
前
章
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
中
「
特
定
」
の
下
に
「
に
資
す
る
情
報
の
提
供
」
を
加
え
る
。

第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
十
項

の
改
正
規
定
（
「
以
下
」
を
「
第
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
十
二
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
二
十
九
条
」
を
削
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
二
項
第
一
号
イ
、

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第

三
十
二
条
第
三
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
三
項
、
第

四
十
七
条
並
び
に
第
四
十
八
条
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
五
十
三
条
か
ら

第
五
十
五
条
の
規
定
は
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



（
提
案
理
由
）

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び

に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
う
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
改
正
及
び
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
改

正
に
よ
る
関
係
規
定
の
整
備
の
ほ
か
所
要
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
箕
面
市
立
病
院

の
指
定
管
理
開
始
に
伴
う
関
係
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の

で
あ
る
。


